
○ 周産期医療提供体制について周産期医療協議会を開催して、具体的な検討（受入れ医療機関
や輪番制の構築等）をするよう都道府県に依頼済（令和２年3月19日）

○ 妊産婦を感染させないため、新型コロナウイルス患者を診ない医療機関の設定（令和2年3
月1日）や、通常の患者と疑い患者の動線分離を都道府県に対して依頼（令和2年２月1日）

○ 感染が疑われる妊産婦に、早めの相談（帰国者・接触者相談センター、かかりつけ医）を
呼びかけ（令和２年2月17日）

４．周産期医療の提供

○ 経済団体や労働団体（※）に対して、妊娠中の女性労働者等（非正規雇用労働者を含む。）
に配慮した取組（休みやすい環境整備、テレワークや時差通勤の活用促進等）への協力を要請。
（令和２年４月１日）
（※）「経済団体」として、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、

「労働団体」として、日本労働組合総連合会 に対し要請。

○ 妊婦に対して、洗濯することで再利用可能な布製マスクを国で一括で購入した上で、
市町村の協力を得つつ、子育て世代包括支援センターや保健センター等において、
母子健康手帳の交付時や既に妊娠している者と面談時などに配布。

２．マスクの配布

○ 妊婦向けに注意点や発熱時等の対応等について簡潔に記載したリーフレットを作成し、産科
医療機関、子育て世代包括支援センターや保健センター等を通じて妊婦に配布。

○ 妊産婦等が新型コロナウイルスに感染した場合には、心のケアを含めたよりきめ細やかな
支援を講じるよう、自治体母子保健部局に要請。

１．普及啓発等

３．職場での配慮の要請

令和２年４月１日
厚生労働省妊婦の方々などに向けた新型コロナウイルス感染症対策


